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令和８年２月２４日 

京 都 市 総 合 企 画 局 

デジタル化戦略推進室 

 

自治体情報システム標準化対応支援業務に係る受託事業者の公募について 

（プロポーザル説明書） 

 

本件業務委託について、以下のとおり公募型プロポーザル方式により受託事業者を選定します。 

 

１ 委託業務の内容 

 ⑴ 件名 

自治体情報システム標準化対応支援業務 

 ⑵ 委託期間 

令和８年４月上旬（予定）～令和９年３月３１日 

 ⑶ 委託内容 

   別添委託仕様書（プロポーザル用）（以下「仕様書」という。）のとおり 

 

２ 委託金額の上限 

  ３６，０００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を含む。） 

※ 委託業務の内容の実施に係る全ての費用を含む。 

 

３ 参加資格 

本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる条件を全て満たす者とする。 

なお、複数事業者による連合体（コンソーシアム）により参加する場合は、構成する全ての

事業者が本条件を満たす必要がある。 

⑴ 京都市競争入札参加有資格者名簿に登載されている者又は京都市競争入札等取扱要綱第２

条第１項各号に掲げる資格を有する者であること。 

⑵ 京都市競争入札等取扱要綱第２９条第１項の規定に基づく競争入札参加停止を受けていな

いこと。 

 

４ プロポーザルの実施手順 

本プロポーザルは、次の手順で実施する。参加を希望する者は所定の期限までに必要書類を

提出すること。 

＜全体の流れ＞ 

⑴ 公募開始 ２月２４日（火） 

⑵ 参加表明書及び質問の提出 ３月 ４日（水）午後５時まで 

⑶ 質問に対する回答 ３月 ６日（金）まで 

⑷ 企画提案書等の提出 ３月１３日（金）午後５時まで 

⑸ ヒアリング ３月１６日（月）～１８日（水） 

⑹ 受託候補者の選定 ３月下旬 

⑺ 選定結果の通知及び公表 ３月下旬 

⑻ 受託候補者との契約内容調整及び契約締結 ３月下旬～４月上旬 
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＜詳細＞ 

⑴ 公募開始 

  京都市ホームページ「京都市情報館」において次の資料を公開するとともに、参加表明書、

企画提案書等の受付を開始する。 

 〔公開資料〕 

・ プロポーザル説明書（本書） 

  ・ 委託契約書 

  ・ 仕様書 

・ 各種提出様式（様式１～３、J-LIS 指定見積書様式） 

 

⑵ 参加表明書及び質問の提出 

本プロポーザルへの参加を希望する者は、令和８年３月４日（水）午後５時までに、以下

のとおり参加表明書を提出すること。また、本プロポーザルの内容に関し質問がある場合は、

参加表明書と同時に提出すること。 

ア 提出書類 

・ 参加表明書（様式１） 

・ 質問（質問がある場合のみ。様式は自由とし、メール本文への記載でも差支えない。） 

  イ 提出方法 

当室担当者（「６ 提出・連絡先」に記載。以下同じ。）に電子メールにより提出するこ

と。 

※メールの件名は、「【参加表明】標準化支援プロポーザル」とすること。 

 

 ⑶ 質問に対する回答 

質問に対する回答は、全件を取りまとめ、参加表明書を提出した者（以下「参加表明者」

という。）全員に令和８年３月６日（金）までに電子メールで送付する。 

 

 ⑷ 企画提案書等の提出 

参加表明者は、令和８年３月１３日（金）午後５時までに、以下のとおり書類を提出する

こと。期限までに提出がない場合は、参加を辞退したものとみなす。 

ア 提出書類 

（ア）企画提案書（様式自由） 

次に掲げる項目を記載すること。また、独自提案を積極的に記載すること。 

・ 実施プロセス、実施プロセスの考え方や目的、実施業務の作業・支援内容 

    ・ 事業者として保有する知識や経験、実績等 

    ・ 実施体制・要員、業務責任者及び本業務に従事する業務従事予定者の実績・保有資

格・経験等 

    ※表題は、「自治体情報システム標準化対応支援業務プロポーザル企画提案書」とするこ

と。 

（イ）見積書（J-LIS 指定見積書様式） 

    ・ デジタル基盤改革支援補助金申請用の「J-LIS 指定見積書」（令和 8年 2月 12 日版）

の様式により、頭紙及び内訳を作成すること。 

・ 作成に当たっては、「J-LIS 指定見積書作成の手引」を参照すること。 
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・ 見積書の宛先は「京都市長」とすること。 

・ 作業概要が「A_7_3_全体ＰＭＯ」に該当する経費については、J-LIS 指定見積書内訳

の次に掲げる項目には、それぞれ次の内容（語句）を記載すること。 

J-LIS 指定見積書内訳の記載項目 記載内容 

標準化対象業務 （共通）全体 PMO 

システム名称 全体 PMO 

移行するガバメントクラウドサービス名称 その他 

ガバクラと接続する移行クラウド名称 - 

    ・ 見積りの前提条件等、J-LIS 指定様式に記載できない事項を記載したい場合には、別

紙添付とすること。別紙の様式は自由とする。 

（ウ）参加表明者の概要が分かる資料（会社概要パンフレットなど。様式自由） 

（エ）ヒアリング日程調査票（様式２） 

（オ）参加資格を証明する書類（京都市競争入札参加有資格者名簿に登載されていない者の

み提出必要） 

※いずれも提出日前３箇月以内に発行された原本を提出すること（写しは不可）。 

ａ 履歴事項全部証明書（登記簿謄本） 

ｂ 国税に係る納税証明書（法人税又は所得税、消費税及び地方消費税） 

ｃ 京都市税に係る納税証明書（市民税及び固定資産税（土地・家屋）・都市計画税） 

※京都市税の課税対象者のみ提出必要 

ｄ 京都市の水道料金・下水道使用料納付証明書 

※京都市内に事業所等を有し、京都市の上下水道の使用者名義人となっている場合

のみ提出必要 

ｅ 京都市暴力団排除条例施行規則第７条の規定に基づく誓約書（様式３） 

 

  イ 提出方法 

（ア）上記ア（ア）～（エ）の書類 

当室担当者に電子メールで提出すること。また、提出後速やかに本市担当者に電話に

より受信確認を行うこと。 

※メールの件名は、「【企画提案】標準化支援プロポーザル」とすること。 

※ファイルサイズが大きく、メールでの提出ができない場合は、別途提出方法を案内す

るので、当室担当者に連絡すること。 

  （イ）上記ア（オ）の書類 

当室担当者に郵送又は持参すること。 

なお、持参する場合は、事前に当室担当者に電話連絡すること。 

 

⑸ ヒアリング 

企画提案書等を提出した者（以下「提案者」という。）を対象に、次のとおりヒアリングを

実施する。 

  ア 実施時期 

    令和８年３月１６日（月）～１８日（水）の間で、提案者が対応可能な日時の中から本

市が指定する。 
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  イ 実施方法 

    オンライン（Microsoft Teams を使用し、本市がＵＲＬを発行する。） 

  ウ 内容 

・ 提案者から企画提案書の内容について説明（２０分以内） 

・ 質疑応答（２０分以内） 

 

 ⑹ 受託候補者の選定 

   提出書類及びヒアリング内容を基に、複数名の本市職員で構成する選考委員会において次

のとおり評価を行い、受託候補者を選定する。 

ア 評価項目及び配点 

評価項目 評価のポイント 項目 

加重点 

配点 

（満点） 

技

術

点 

業務知識・経

験 

・国、地方公共団体等において、類似業務の実績が

十分であるか。 

・自治体情報システム標準化に関する国や事業者

の動向、他都市事例等について、十分な知識があ

るか。 

・自治体における基幹業務システムの構築・運用に

ついて、十分な知識や経験があるか。 

・情報システムの構築・運用に係るプロジェクトマ

ネジメントに関し、十分な知識や経験があるか。 

４点 ２０点 

実施体制 ・本業務を実施するに当たって、十分な人員体制と

なっているか。 

・スキル、経験が豊富な責任者（プロジェクトマネ

ージャー）、従事者が確保されているか。 

・国、他都市等から十分な情報収集ができる体制と

なっているか。 

５点 ２５点 

実施内容 ・本業務の趣旨、業務内容を理解しているか。 

・具体的な支援、作業内容が提案されているか。 

・提案内容が実現可能で、効果的か。 

６点 ３０点 

追加提案 ・事業者独自の追加提案や創意工夫が示されてお

り、業務目的を達成するために有効なものとなっ

ているか。 

３点 １５点 

京都市公契約基本

条例に基づく加点 

京都市公契約基本条例第２条第３号に規定する市

内中小企業に該当する場合は１点を加点 

－ １点 

価格点 （全提案者中の最低見積金額／提案者の見積金額）

×１０ 

※小数第二位を四捨五入 

－ １０点 

満 点 １０１点 

 

イ 技術点の採点方法 

・ 技術点の評価項目ごとに、各選定委員が次の５段階で評価を行い、（全選定委員の評価
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点の平均）×項目加重点を当該評価項目の点数とする。 

基  準 評価点 

本市の要求水準を超える非常に優れた提案がある。 ５点 

本市の要求水準を超える優れた提案がある。 ４点 

本市の要求水準を満たしている。 ３点 

本市の要求水準を満たしていない。 ０点 

   ・ 各評価項目の点数を合計し、小数第二位を四捨五入したものを技術点とする。 

 

  ウ 受託候補者の選定方法 

・ 合計点数が最も高い者を受託候補者に選定する。 

・ 合計点数が同点の場合は、技術点が高い者を受託候補者に選定することとし、技術点

も同点であるときはくじ引により決する。 

・ 合計点数が満点の６割未満のときは、提案者が１事業者のみの場合であっても、受託

候補者として選定しない。 

 

⑺ 選定結果の通知及び公表 

   受託候補者の選定後速やかに選定結果を各提案者に電子メールにより通知する。また、全

提案者の名称及び評価点を京都市ホームページ「京都市情報館」において公表する。 

 

⑻ 受託候補者との契約内容調整及び契約締結 

契約金額及び委託仕様について、以下の事項を基本に受託候補者と協議を行い、合意に至

れば委託契約を締結する。 

なお、合意に至らなかった場合は、次点の提案者を新たな受託候補者として協議を行う。 

 

 〔契約内容に関する基本的事項〕 

・ 契約金額は、受託候補者の提示価格に基づき、受託候補者と協議のうえ決定する。 

     なお、提案内容の実現に必要な費用は、全て受託者の負担とする。 

・ 委託仕様は、仕様書及び企画提案書の内容を基に、受託候補者と協議のうえ決定する。 

なお、企画提案書により提案された内容は、実現を確約したものとみなす。 

   ・ 契約保証金は、免除する。 

 

５ その他 

⑴ 本プロポーザルにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

⑵ 提出された書類が次の事項のいずれかに該当するものは、失格となる場合がある。 

ア 提出期限、提出先及び提出方法に適合しないもの 

イ 指定する様式及び記載上の留意事項に示した条件に適合しないもの 

ウ 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの 

エ 虚偽の内容が記載されているもの 

⑶ 提出書類の作成及び提出に要する費用は、全て提案者の負担とする。 

⑷ 提出された書類は、受託候補者の選定以外には、提案者に無断で使用しない。 

⑸ 提出された書類は、受託候補者の選定を行う作業に必要な範囲において複製することがあ

る。 
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⑹ 提出された書類は、提出期限後の差替え及び再提出は一切受け付けない。ただし、記載に

不備等がある場合は、補正又は再提出を求める場合がある。 

⑺ 提出された書類は返却しない。 

 ⑻ 本件業務委託に係る京都市の令和８年度予算が成立しなかったときには、本件業務委託を

実施しない場合がある。この場合において、本件業務委託のために行った準備行為等に係る

費用が既に発生していても、提案者及び受託候補者は、その費用を京都市に請求することは

できない。 

 

６ 提出・連絡先 

京都市総合企画局デジタル化戦略推進室システム標準化企画担当 

担当者 ： 小仲、藤本 

  所在地 ： 〒604-0931 京都市中京区押小路通河原町西入榎木町４５０－２ 

              京都市消防局本部庁舎７階 

電 話 ： 075-222-3995 

ＦＡＸ ： 075-222-3259 

E-Mail ： hyo-kikaku@city.kyoto.lg.jp 
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